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１．「戦略的スマート農業技術の開発・改良」の実施について

1

① 生物系特定産業技術研究支援センター（以下、「生研支援
センター」という。）が実施する「戦略的スマート農業技術
の開発・改良」は、補助事業ではなく委託事業です。

② 生研支援センターが実施する研究開発事業（委託事業）は、
本来、国等が目標とする施策の実現のために自ら研究開発を
実施すべきであるものを、専門的な知見や技術を持っている
研究機関が提案する研究課題を審査して採択し、委託して実
施するものです。

従って、採択された研究課題を実施する研究機関は、自ら
提案した研究課題の研究目標を達成することが必須となるこ
とに留意してください。
研究期間の途中で実施する中間評価等で、研究成果が研究

目標に達成していない場合は、研究課題の統廃合や研究課題が
打ち切りとなる場合があります。







３．公募分野等の詳細②

4

研究資金のタイプ 研究費の上限額
※間接経費を含む

研究実施期間
※令和9年3月末まで

A 革新的シーズ開発実現型 1.0億円／年 ３年以内
B 現場ニーズ改良実現型 5,000万円／年 ３年以内
C 「革新的シーズ開発実現型」
×「栽培体系改良型」

1.4億円／年 ３年以内

D 「現場ニーズ改良実現型」×
「栽培体系改良型」

9,000万円/年 ３年以内

ア 革新的シーズ開発実現型
現場ニーズがあるものの、これまで開発・実用化ができていない技術であり、先端技術を有する研

究機関の革新的シーズを用いて実用化を目指す研究。
イ 現場ニーズ改良実現型

これまで実用化が極めて限定的であり、現場ニーズを踏まえた改良等により、地域での様々な品目
への実用化の可能性が高い改良研究。
ウ 栽培体系改良型

スマート農業機械に対応した圃場への転換、樹形、品種の選定、流通・販売も見据えた栽培体系
の構築につながる研究。

研究資金のタイプ

研究費の上限及び研究実施期間

※ ウはアまたはイとの組み合わせでのみ応募可（ウ単独での応募は不可）



３．公募分野等の詳細③
解決すべき技術課題①
分野 革新的シーズ開発実現型 現場ニーズ改良実現型 栽培体系改良型

露地野菜 ●自動収穫に資する高精度な
定植機等の開発
●全自動収穫に資する作物の
生育均一化のための適期作業
診断システムの開発（ドローンや
衛星情報によるセンシング等）
●収穫物自動運搬システムの開
発（重量野菜等）
●外観・品質等に基づく高度な
自動選果システムの開発

●自動収穫に資する高精度な定植
機等の改良
●中山間地や狭隘な圃場に適した全
自動収穫機への改良（小型化等）
●汎用型台車ロボットの改良

●圃場の均平化やスマート農機の
旋回スペースを確保した圃場整備
●自動収穫に適した栽培体系
（生育均一化・必要な資材開発
等）の構築および品種の選定
●自動運搬等に適した圃場整備お
よび選果場のルート整備
●選果・調製作業の自動化を可能
とする栽培技術の開発および品種
の選定

施設園芸 ●パック詰めロボットの改良 ●AI選果機の改良（対応品目の拡
大）
●パック詰めロボットの改良

●硬実等機械作業性の高い品種
の選定

果樹・茶 ●袋がけロボットの開発
（なし・ぶどう等）
●自動授粉機の開発
●剪定・誘引等の熟練作業の
伝承システムの開発（スマートグ
ラス等）

●自動選果ロボットの改良（りんご・
なし等）
●汎用型台車ロボットの改良（傾斜
地等への対応等）
●自動授粉機の改良
●果樹・茶に適した防除（ドローン
防除等)・除草技術の改良
●茶の被覆作業自動化技術の改良
●剪定・誘引等の熟練作業の伝承
システムの改良（スマートグラス等）

●収穫や管理作業の機械化・自
動化に適した樹形の開発・転換、
品種の選定
●授粉が容易、摘採適期が長い
(茶)等の品種の選定

以下の「解決すべき技術課題」を選択して応募してください。
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３．公募分野等の詳細④
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解決すべき技術課題②

※応募に当たって、提案書の様式１の２の「提案内容で取り組む技術開発」に○印をつけてください。
※栽培体系改良型は、「革新的シーズ開発実現型」あるいは「現場ニーズ改良実現型」と同じ品目の「解決すべき技術

課題」を選択してください。関連がない技術課題を選択した場合は審査をされない場合があります。

分野 革新的シーズ開発実現型 現場ニーズ改良実現型 栽培体系改良型
土地利用
型作物

●管理作業機等の自動化技術
の開発（大豆等）
●牧草の集約、乾燥からロール
作業にいたる作業の連動技術の
開発

●排水対策や除草作業等の圃場管
理技術の効率化・高度化
●農薬散布用ドローンの長時間・連
続自動航行等を可能とする改良
●コンバインと連動できる搬出・運搬ト
ラックへの改良

●機械収穫に適した品種の選定
●作期の拡大につながる早晩性等
を活用した品種の選定
●大区画化や出入り口の確保等、
スマート農業機械の効率を高めるた
めの圃場整備

畜産 ●発情・疾病検知（画像セン
シング）の技術の開発
●搾乳ロボットや牛群検定デー
タ等を活用した生産性向上技
術の開発

●生体モニタリング機の非接触型等
への改良
●畜舎内の衛生確保技術の改良

●柱等の障害物を取り除きカメラで
の撮影精度が高くなるような畜舎へ
の改良
●清掃ロボットの動線が確保しやす
い畜舎への改良
●搾乳ロボットに合わせた牛の飼養
管理技術の開発

共通 ― ●既存機器を対象とした低廉化への
改良

―

以下の「解決すべき技術課題」を選択して応募してください。



３．公募分野等の詳細⑤
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応募に当たっての注意点

２．課題に対するニーズの把握の有無とその詳細（提案書様式２の１の（１）の②関係）
提案に当たり、事前に調査等を実施する等によりニーズの把握を実施したか否かを記載してください。実施

した場合はどのような手法でニーズ把握を行ったのか、その結果、どのようなニーズがあるのか、また、実施して
いない場合はニーズ把握を行わなかった理由を記載してください。

４．これまでの「戦略的スマート農業技術等の開発・改良」の公募において、同様のテーマで提案をされた場合
（提案書様式２の２の（１）のキ関係）
 これまでの「戦略的スマート農業技術等の開発・改良」の公募において、同様のテーマで提案されて不採
択となった課題内容で応募される場合は、 「ア不採択通知の指摘事項への対応」や「イ不採択通知
の指摘事項以外の前回応募時との相違点」を記載してください。

１．他の研究資金の研究課題と類似する研究課題や「スマート農業技術の実証事業」で取得した農業機械や
機器等がある場合（提案書様式１の３の②関係）
提案に当たり、他の研究資金の研究課題と類似する研究課題や「スマート農業技術の実証事業」で取得

した農業機械や機器等がある場合は、現在の使用状況等を記載してください。

３．農業機械や機器等の取得費用を委託費で計上している場合（提案書様式２の２の（１）のカ関係）
提案に当たり、農業機械や機器を委託費で計上している場合は、その内容と必要性を下記の表に明確に

記載してください。また、必要性の記載は「様式１．研究計画調書」の３．の②で記載した農業機械や機器
等の活用の可否を含めて、当該農業機械や機器等を取得する必要性を明確に記載してください。

応募に当たっては、提案書の様式１及び様式２に以下の点を記載してください。



（参考）過去の農林水産省の研究資金（過去の研究課題との類似性）

○「戦略的スマート農業技術等の開発・改良」

○戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第２期
 ３「農業生産のスマート化」

○スマート農業技術の開発・実証プロジェクトのうち、国際競争力強化技術開発
   プロジェクト

https://www.naro.go.jp/laboratory/brain/sip/sip2/theme/theme2103.html#t01

https://www.naro.go.jp/smart-nogyo/kokusai-kyosoryoku-kyoka-project/index.html

https://www.naro.go.jp/laboratory/brain/smart-nogyo/theme/index.html
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提案書様式１の３で、提案した解決すべき技術課題と過去の研究課題との類似
性についての記載は、以下のスマート農業開発に関する農林水産省の研究資金の
研究課題を参照してください。

３．公募分野等の詳細⑥





４．応募者の要件
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② 研究実施に必要な体制及び能力を有することとして以下の要件を満たす機関（研究
機関）であること。
ア 研究開発を円滑に実施するための研究体制、研究員、設備等を有する
イ 研究（企画調整を含む。）を円滑に実施するため、研究実施計画の企画立案、実施、
進行管理、成果管理等を統括する者（以下「研究代表者」という。）及び経理責任者を
設置している
ウ 知的財産等に係る事務管理等を行う能力・体制を有する
エ 委託事業費の執行において、区分経理処理が行える会計の仕組み、経理責任者の
設置や複数の者による経費執行状況確認等の適正な執行管理体制（体制整備が
確実である場合を含む。）を有する
オ 研究成果の普及、共同研究機関等との連絡調整等、コーディネート業務を円滑に行う
能力・体制を有する
カ 生研支援センターとの委託契約を締結できる能力・体制を有する

○ 代表機関の要件（続き）



４．応募者の要件
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○ 代表機関の要件（続き）

③ 応募前に、事務担当者説明会動画（2022 年度版）を視聴していること。また、契約締結
の際に「研究倫理に関する誓約書」を提出すること。
④ 令和４・５・６年農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）の「役務の提供等
（調査・研究）」の区分の有資格者であること。
⑤ 委託契約の締結に当たり、生研支援センターが提示する委託契約書に合意できること。
⑥ 日本国内を拠点として研究を実施できること。ただし、国外機関が有する特別な研究開発

能力、研究施設等の活用又は国際標準獲得の観点から必要と認められる場合は、この限り
ではありません。

⑦ 本事業に関わる者に関して、前職の離職時に前職と結んだ念書・誓約書等の制限条項に
抵触していないこと。

⑧ 反社会的勢力、あるいはそれに関わる者との関与がないこと。
※研究管理運営機関を設置する場合の要件については公募要領の３の（４）をご参照くださ
い。
※代表機関は、「②研究実施に必要な体制及び能力を有することとして以下の要件を満たす機関
（研究機関）であること。」に記載されている内容を必ず満たしている法人であることが必須です。
法人登記されているが、常勤職員がいないなど研究体制が整っていない場合は、代表機関の

要件を満たしていると認められないことから、採択課題候補となっても委託契約は出来ません。



４．応募者の要件
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○ 研究グループの要件
研究の一部または全部を研究グループの構成員以外の他の研究機関等に再委託するこ

とはできません。このため、研究グループに参画する研究機関等（代表機関及び共同研究
機関）は、以下のすべての要件を満たすとともに、それぞれの分担関係を明確にしてください。
また、応募は代表機関から行ってください。
① 研究グループを組織して共同研究を行うことについて、研究グループに参画するすべての
  機関が同意していること。
② 研究グループに民間企業（開発するスマート農業技術を実用化できる技術力を有し、
成果の普及を担う社会実装実施者）及び生産者が参画すること。

③ 栽培体系改良型を選択する場合は、研究対象とするスマート農業技術を導入し、実施
に向けた改良等ができる圃場を有する者が参画すること。
④ 研究グループと生研支援センターが契約を締結するまでに、研究グループとして規約方式、
協定書方式、共同研究方式のいずれかによりコンソーシアムを設立、必要書類を提出いた
だきます。



⑤ 応募者に所属する研究者の中から次の要件を満たす研究代表者を選定すること。なお、
長期出張により長期間研究が実施できない場合、又は人事異動、定年退職等により応募

  者を離れることが見込まれる場合には、研究代表者になることを避けてください。
ア 原則として応募者に常勤的に所属しており、国内に在住していること
イ 当該研究の遂行に際し、必要かつ十分な時間が確保できること
ウ 当該研究の遂行に必要な高い研究上の見識及び当該研究全体の企画調整・進行
管理能力を有していること

⑥ 研究グループに参画する共同研究機関は、以下の能力・体制を有していること。
ア 国内に設置された研究機関等であること。
イ 当該研究の遂行に当たり、適切な管理運営を行う能力・体制を有すること。
ウ 研究又は関係機関との相互調整を円滑に実施できる能力・体制を有すること。
エ 本事業に関わる者に関して、前職の離職時に前職と結んだ念書・誓約書等の制限条項に抵

触していないこと。

４．応募者の要件
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○ 研究グループの要件（続き）



⑦ 研究グループに参画する普及・実用化支援機関は、以下の能力・体制を有していること。
ア 国内に活動拠点を持つこと。
イ 当該研究の遂行に当たり、研究成果の生産現場への迅速な普及等を実施できる
能力・体制を有すること。
ウ 研究又は関係機関との相互調整を円滑に実施できる能力・体制を有すること。

４．応募者の要件
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○ 研究グループの要件（続き）

※共同研究機関及び普及・実用化支援機関は、上記の要件を満たしていることが必須です。





４．応募者の要件

○ 研究グループの要件（続き）

（注）農業データ連携基盤（WAGRI）への実装について
① 公募分野の各品目の研究内容に、様々なデータを活用した生育・気象被害・病害発生等の分析・予測や施肥やかん
水等の作業提案等の農業支援のためのプログラム（農業技術に関する部分のみを対象とし、ユーザーインターフェース等農
業技術と直接関係のない部分を除く。）開発を含む場合は、研究成果の幅広い普及の観点から、事業終了時までに当
該プログラムを民間企業等が活用しやすいAPIにより農業データ連携基盤（WAGRI）に実装するとともに、APIの仕様や
取扱い（利用方法、利用可能な者の範囲や利用料等）について、第三者が容易に理解し、利用することができるよう、
WAGRIのWebサイト等で明示する必要がある。

② 研究グループの中にICTベンダー等、APIの活用が想定されるサービス提供者を参画させるとともに、WAGRIに実装する
APIについては、ICTサービス提供者による稼働試験を複数回行い、ICTサービス提供者から評価を受けるものとする。

③ プログラム等のWAGRIへの実装に当たっては、「農業データ連携基盤（WAGRI）利用規約」（農研機構サイト
：https://www.naro.affrc.go.jp/laboratory/rcait/wagri/）に基づき、WAGRIのアカウントを取得するとともに、
利用料が必要になる場合がある。なお、本利用料は、支援の対象外とする。

なお、今回公募対象となる「スマート農業技術の開発・改良」では研究グループに民間
企業（開発するスマート農業技術を実用化できる技術力を有し、成果の普及を担う
社会実装実施者）及び生産者※の参画が必須です。
さらに、栽培体系を選択する場合は、研究対象とするスマート農業技術を導入し、栽
培体系を実地レベルで開発・改良できる圃場を有する機関等の参画が必須です。
※生産者には、農業法人や生産者組織、農業団体等が含まれます。生産者が普
及・実用化支援機関（成果の現場普及を担う普及組織や生産者（団体））として
参画する場合は、費用計上は任意です。
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６．審 査

（１） 書類審査

 外部有識者による書類審査により、面接審査の対象とする研究課題を選定
※書類審査の結果は公表しません。

（２） 面接審査

 外部有識者及び行政担当者による面接審査により、採択候補となる研究
課題を選定

（３） 採択課題の決定

 採択候補の選定の後、運営管理委員会の承認を経て採択課題として決定

※審査結果を踏まえ、より適切な研究資金のタイプや分野の変更を含め、研究計画の見直し、
研究費の減額、研究実施期間の短縮等の条件が付される場合があります。
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① 審査手続きについて



６．審 査
② 審査基準について（55点満点+加算点数）

審査項目 点数
１．技術内容の適格性・有効性 ５点

２．技術内容の新規性・優位性 ５点

３．研究開発目標の明確性・
達成可能性 １０点

４．現場ニーズに対する販売・
普及戦略の妥当性 ５点

５．研究開発・改良技術の普及
範囲・汎用性 ５点

６．研究計画の妥当性 １０点
７．研究実施体制 ５点

８．研究開発目標や研究計画
方針の整合性 １０点

加算項目 点数
１．みどりの食料システム戦略（～食
料・農林水産業の生産力向上と持続性
の両立をイノベーションで実現～）の
推進に資する研究課題

２点

２．参画する民間企業がマッチングファ
ンド方式（研究費の一部を企業負担）
を実施する場合

３点

３．地域金融機
関等のコンソー
シアムへの参画
状況

コンソーシアムに参
画し、研究・検証等
を実施する場合

３点

協力機関として助言
等を実施する場合 １点

※１ 各審査項目を、Ａ～Ｅの５段階で評価
※２ 審査点数が３８点未満の点数の応募課

題は採択しない。
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８．公募から委託契約までの流れ（予定）

令和６年１月１８日（木） 公募要領の公表・公示

２月１５日（木）12:00 公募受付締切

  ２月下旬～３月上旬 書類審査

  ３月中旬～３月下旬 面接審査

  ４月中旬 採択課題（委託予定先）の決定・公表

  ５月以降 委託契約の締結

※スケジュールは、審査状況等により変更することがあります。

23



採択通知日
委託試験研究
実施計画書
提出日

最大2 ヶ月遡り可能（あるいは採択通知日まで）

委託期間開始日

＜初年度の契約イメージ＞

９．契約手続き

• 生研支援センターは、代表機関等との間で当該年度に係る委託契約を締結します。
• 本事業の委託期間は、委託試験研究実施計画書提出日から最大２ヶ月前の日（計画書の

提出日が採択通知日から２ヶ月以内の場合は採択通知日）まで、委託期間開始日を遡ること
が可能です。

• また、次年度以降も研究を継続することとなった場合、原則として次年度の４月１日が試験研
究開始日となります。

• なお、採択時や評価時の条件が付されている場合は、この条件に合致していることが前提となり、
仮に契約締結に至らなかった場合には、受託機関の自己負担となりますので、ご留意ください。
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１０．公募に関するお問合せ

〇 公募全般に関するお問い合わせ

事業推進部民間技術開発課 担当：鈴木、高橋
E-mail：brain-smartagriweb＠ml.affrc.go.jp

〇 契約事務について

研究管理部研究管理課 担当：舘澤、宇野、佐藤
E-mail： brain-jimu＠ml.affrc.go.jp

生研支援センターへのお問合せは以下のメールアドレスにお願いします。
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